
航
空
法
及
び
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議平

成
三
十
一
年
四
月
十
一
日

参

議

院

国

土

交

通

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

今
後
の
国
産
航
空
機
の
就
航
に
当
た
っ
て
は
、
国
際
民
間
航
空
条
約
上
の
航
空
機
の
設
計
及
び
製
造
国
政
府
と
し
て
の
役

割
・
責
任
を
確
実
に
果
た
す
と
と
も
に
、
新
た
な
国
際
基
準
の
策
定
等
、
世
界
的
な
航
空
機
の
安
全
性
向
上
の
た
め
に
必
要

な
活
動
に
貢
献
す
る
こ
と
。

二

航
空
機
の
安
全
確
保
を
図
る
た
め
、
装
備
品
等
の
設
計
・
製
造
者
、
航
空
会
社
を
始
め
と
す
る
航
空
機
の
使
用
者
、
航
空

機

整

備

会

社

等

の
航

空

機

の

安

全

確
保

に

関

連

す

る

民
間

事

業
者

等
の

認

定
に

当

た
っ

て

は
、

厳
格

に

実
施

す

る
と

と
も

に
、
民
間
事
業
者
等
に
対
す
る
監
督
等
を
適
時
適
切
に
行
う
こ
と
。
ま
た
、
産
業
競
争
力
の
源
泉
と
な
る
民
間
事
業
者
の
技

術
等
の
情
報
管
理
に
係
る
措
置
の
徹
底
を
促
す
こ
と
。

三

航
空
機
整
備
検
査
認
定
制
度
の
活
用
等
に
伴
い
、
国
に
よ
る
更
新
耐
空
証
明
検
査
を
実
施
す
る
機
会
の
減
少
が
見
込
ま
れ

る
こ
と
か
ら
、
航
空
機
検
査
官
の
育
成
及
び
技
量
維
持
に
係
る
取
組
を
進
め
る
こ
と
。

四

航
空
機
乗
組
員
の
飲
酒
等
に
よ
る
不
適
切
事
案
に
つ
い
て
は
、
そ
の
発
生
に
至
る
背
景
に
つ
い
て
、
十
分
な
分
析
を
行
う

と
と
も
に
、
航
空
運
送
事
業
者
に
対
し
、
従
来
に
も
増
し
て
航
空
機
乗
組
員
の
心
身
の
健
康
状
態
を
適
切
に
把
握
・
考
慮
で

き
る
よ
う
な
体
制
の
確
立
に
向
け
、
必
要
な
助
言
・
指
導
を
行
う
こ
と
。

五

無
人
航
空
機
の
利
活
用
の
促
進
が
求
め
ら
れ
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
事
故
や
ト
ラ
ブ
ル
等
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
飛
行
ル
ー
ル
の
遵
守
事
項
の
周
知
徹
底
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
関
係
機
関
と
の
連
携
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
ま



た
、
事
故
情
報
の
分
析
等
を
行
う
こ
と
が
事
故
等
の
再
発
防
止
に
資
す
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
、
事
故
等
の
情
報
の
適
切

な
把
握
に
努
め
る
こ
と
。

六

運
輸
安
全
委
員
会
に
お
い
て
、
事
故
調
査
の
報
告
ま
で
に
一
定
の
時
間
を
要
し
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
組
織
と
し
て
の

独
立
性
を
確
保
し
つ
つ
、
航
空
事
故
の
再
発
防
止
を
目
的
と
し
た
組
織
体
制
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


